
3

中小企業組合等支援施策情報
大雨被害に対する金融支援制度のご紹介
7月22日からの大雨被害に関する金融支援情報を掲載しましたのでご覧下さい。

1.中小企業災害復旧資金（7月22日からの大雨災害復旧特別融資）

融資対象者 秋田県信用保証協会の保証を受けられる秋田県内の中小企業者で、7月22日から
の大雨による被害を受けられた方

取扱期間 平成29年8月1日〜 12月28日
融資限度額 3,000万円
融資利率 年1.20％
保証料率 年0％
資金使途 運転資金、設備資金（直接的な被害に加え、間接的被害も対象）
貸付期間 10年（うち据置期間2年以内）

問い合わせ先 秋田県産業労働部　産業政策課　☎018-860-2215
秋田県信用保証協会　経営支援部　経営支援課　☎018-863-9015

2.セーフティネット保証4号の適用
　�　指定地域（大仙市、秋田市、横手市）において1年以上事業を行い、売上高等の減少が見込まれる
方についてはセーフティネット4号が適用され、信用保証協会の保証限度額が別枠化されます。

対象者

（1）指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
（2）�平成29年7月22日からの大雨に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則と

して最近1か月の売上高等が前年同月に比して20％以上減少しており、かつ、
その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少す
ることが見込まれること。（売上高等の減少について、市の認定が必要）

取扱期間 平成29年7月22日〜 11月21日
保証限度額 2億8,000万円（一般保証とは別枠となります）
資金使途 経営の安定に必要な運転資金及び設備資金
融資利率・保証
料率・貸付期間 ※利用制度により異なります。詳しくは信用保証協会へお問い合わせください。

問い合わせ先 秋田県信用保証協会　経営支援部　経営支援課　☎018-863-9015
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国土交通省では、持続的発展が可能な社会の
構築に貢献する「循環のみち下水道」につなが
る優れた取組を「国土交通大臣賞（循環のみち
下水道賞）」として表彰しており、上野台堆肥生
産協同組合（山岡緑三郎理事長）が『産学官で創
る食の地域ブランド！広がるじゅんかん育ち』
のテーマで今年度受賞を果たしました。
9月12日（火）、山岡理事長と山岡専務理事が本
会へ来所し、このたびの受賞報告とその取組内
容について本会伊藤専務理事と懇談しました。
上野台堆肥生産協同組合では、秋田県から下
水処理場で発生する下水汚泥を譲り受け、その
下水汚泥から肥料を生産し、地域の農家へ提供
しています。下水汚泥肥料で育てた下水道発食
材「じゅんかん育ち」は、清酒や漬物といった
「地域ブランド食品」へと姿を変え、消費者に届
けられています。
下水汚泥を発酵して生産した肥料は、“秋田
で生まれたコンポスト（肥料）”という意味で

「アキポスト」と名付けられ、作物の栽培に必要
な窒素・リンなどがバランス良く配合されて
いることから、アキポストで育てた「じゅんか
ん育ち」は生育が良好で、「食味が良くなった」
等、生産者や消費者から好評を得ています。
組合では、これからも秋田県の農業を下支え
するアキポストの生産を実践していくことと
しており、下水汚泥の利活用による農産物の品
質と市場価値の向上に向けた今後の取組が期
待されます。

上野台堆肥生産協同組合が
	 国土交通大臣賞を受賞！

［山岡専務理事（左）／山岡理事長（右）］


